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お
知
ら
せ
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

能
代
市
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
非
課
税
世
帯
給
付
金
）
を
支
給
し
ま
す

　
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格

高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特

に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
「
住
民

税
非
課
税
世
帯
」
に
対
し
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
世
帯
・
支
給
額

　
令
和
６
年
12
月
13
日
時
点
に
お
い

て
、
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
次
の

世
帯
。

①
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
世
帯
全
員
の
令
和
６
年
度
分
の
住

民
税
均
等
割
が
非
課
税
ま
た
は
免
除

さ
れ
た
世
帯
に
１
世
帯
当
た
り
３
万

円
を
支
給
。
た
だ
し
、
住
民
税
均
等

割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親

族
ま
た
は
事
業
専
従
者
の
み
か
ら
な

る
世
帯
を
除
き
ま
す
。

※

本
給
付
金
に
お
け
る
扶
養
と
は
、

健
康
保
険
の
扶
養
で
は
な
く
、
税

法
上
の
扶
養
と
な
り
ま
す
。

②
こ
ど
も
加
算

　
①
住
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
加
算

給
付
と
し
て
、
平
成
18
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
１
人
当
た
り

２
万
円
を
支
給
。

申
請
方
法

●
令
和
６
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
能

代
市
に
居
住
し
て
い
る
非
課
税
世

新
任
民
生
委
員
・
児
童
委
員

　
こ
れ
ま
で
、
欠
員
と
な
っ
て
い
た

区
域
の
う
ち
、
新
た
に
民
生
委
員
・

児
童
委
員
に
委
嘱
さ
れ
た
皆
さ
ん
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
担

当
区
域
の
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
、

皆
さ
ん
の
相
談
に
応
じ
て
い
き
ま
す
。

　
欠
員
と
な
っ
て
い
る
区
域
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
後
任
委
員
の
確
保

に
努
め
ま
す
。
ご
相
談
な
ど
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
福
祉
課　
　
　
　
℡
89
・
２
１
５
２

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

℡
73
・
５
５
０
０

　
市
社
会
福
祉
協
議
会

℡
89
・
６
０
０
０

帯…

対
象
世
帯
へ
１
月
中
旬
に
お

知
ら
せ
な
ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
封
書
類
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
の
転
入

者
が
い
る
非
課
税
世
帯…

申
請
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。
提
出
方
法

や
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

そ
の
他
、
申
告
内
容
に
変
更
が
あ

る
方
な
ど
で
非
課
税
世
帯
に
な
る

場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
時
期

　
１
月
下
旬
か
ら
、
順
次
支
給
を
開

始
し
ま
す
。

申
請
期
限　

　
３
月
31
日
㈪
（
当
日
消
印
有
効
）

問
合
せ

　
物
価
高
騰
支
援
給
付
金
担
当

　
（
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

℡
89
・
２
１
１
９

●
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
各
種
給
付
金
を
装
っ
た
「
振

り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報

の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

能
代
市
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自

動
預
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
や
、
支
給
の
た
め
の

手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
求

め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
も
し
、
不
審
な
連
絡
が
あ

っ
た
場
合

は
、
市
の

窓
口
や
警

察
署
に
ご

相
談
く
だ

さ
い
。

新たに委嘱された方

※各委員の連絡先については、お問い合わせください。
※決定している区域については、市ホームページ
　をご覧ください。

民生委員・児童委員が欠員の区域
北地区…〔大町１・２〕〔中川原、中川原宿舎〕
南地区…〔駅前１・２〕〔養蚕１・２の一部〕
榊地区…〔出戸１・２・４・６、彩霞長根団地〕〔長崎１・２〕

〔道地１・２・３、中嶋、ひがし団地〕
東雲地区…〔あけぼの町、向ヶ丘２・３・５、向ヶ丘住宅（Ｍ

３・Ｍ５）〕〔緑ヶ丘２の一部・３、貝沢〕〔丑越、
藤切台〕

浅内地区…〔浅内１〕

地区協議会
榊地区
常盤地区

担当区域（自治会など）
豊祥岱３・４、西大瀬

天内

氏名
佐藤潤一
山崎久敏


